
むかわ町
ファミリー・サポート・センター
鵡川地区 0145−42−2919
むかわ町⽥浦249番地9
⽊〜⽉ 午前9時〜午後5時

穂別地区 0145−45−2114
むかわ町穂別2番地1
⽉〜⾦ 午前9時〜午後5時

むかわ�
ファミリー
サポート
センター

ファミリー・サポート・センターは
「⼦育てのお⼿伝いをしてほしい⼈」と
「⼦育てを⼿伝いたい⼈」をつなげ
地域で⼦育てを応援する事業です

利⽤会員について

・センターで会員登録が必要です
・むかわ町にお住まいの⽅
・⽣後6ヶ⽉〜⼩学6年⽣までの
 お⼦さまの保護者

●こども園開始前や終了後の預かり
●保護者がリフレッシュしたい時
●保護者が通院したい時
●上の⼦の学校⾏事などに
 ⾏きたい時

こんな時に利⽤できます

協⼒会員 について

・むかわ町にお住まいの20歳以上の⽅
・⼼⾝共に健康で預かりなどの
 援助活動が可能な⽅
・センターが実施する講習会を受講
 できる⽅（受講後会員登録が必要です）

●⼦育ての経験を活かしたい
●むかわ町の⼦育て世帯を応援したい
●空いた時間に⼦育てのお⼿伝いを
 したい

こんな⽅に

利⽤料金 について

午前9時〜
午後5時まで

⼦ども1⼈あたり
30分400円

上記以外の時間
⼦ども1⼈あたり
30分500円

キャンセル料

前⽇午後5時までの連絡
→無料

上記以外の時間の連絡
→1時間分の料⾦

申し出のない取り消し
→報酬全額

・⾷事（ミルク）、おやつ、おむつ等は
 原則として保護者にご⽤意いただきます
・⼦ども2⼈以降の報酬は1⼈につき半額分
 を加算します
・1回の援助活動ごとに30分未満の端数が
 ある場合は30分とします

援助時間 について

基本：午前9時〜午後5時
   ※相談に応じます

��年� について

⽣後6ヶ⽉〜⼩学6年⽣まで



センター

①利⽤会員はファミリー・サポート・センターに援助の申込みを⾏います
②アドバイザーが、協⼒会員を探し、調整します
③アドバイザーが、協⼒会員を利⽤会員へ紹介します
④アドバイザーがつなぎ、利⽤会員と協⼒会員との打合せを⾏います
⑤援助活動がおこなわれます
⑥終了後、定められた料⾦を協⼒会員にお⽀払いします
⑦協⼒会員はセンターに報告します

よくある質問

Q：できない活動はありますか

A:宿泊や⼊浴、投薬、家事（掃除
 ・洗濯・料理・買い物）などは
 できません。また、事前の打合せ
 で決めたこと以外はしないように
 しましょう。

Q：感染症や体調が悪いときも
  預かってもらえますか

A:容体が急変することもあることと、
 協⼒会員に感染することも考えら
 れるため、お預かりはできません。
 また、体調不良で学校や園から
 迎えに来るように連絡があった
 場合も、保護者の代わりに⾏く
 ことはできません。

Q：事前の打ち合わせはどうしても
  必要ですか

A:顔がわからないまま当⽇を迎える
 のは、お⼦さんも協⼒会員も不安
 です。安⼼して活動を⾏うために、
 必ず事前に打合せを⾏っています。
 打合せはファミリー・サポート・
 センターのアドバイザーが同席し
 ます。

�員��から援助��まで

利⽤�員 協⼒�員

①申込み

②利⽤調整③紹介

④打合わせ

⑤援助活動

⑥⽀払い

⑦報告

アドバイザー

預けたい� 預かってくれる�


